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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

　
11
月
30
日
は
個
人
事
業
税
（
２
期
分
）

の
納
付
期
限
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
税
額
３
０

万
円
以
下
の
も
の
）
ま
た
は
、
納
税
通

知
書
に
印
字
さ
れ
た
ｅ
Ｌ‐

Ｑ
Ｒ（
二
次

元
コ
ー
ド
）
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
（
決
済
手
数
料
別
途
）、
ペ

イ
ジ
ー
納
付
、
ペ
イ
ア
プ
リ
で
納
付
で

き
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、

振
替
日
の
前
日
ま
で
に
口
座
の
残
高
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※

２
期
分
の
納
付
書
は
、
８
月
に
送
付

し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。

紛
失
し
た
場
合
は
再
発
行
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
県
税
事
務
所
課
税
課

　
☎
０
２
８
７‐

23‐

４
１
７
２

　
国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11
日
か
ら

17
日
ま
で
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」
と

定
め
、
各
種
の
広
報
・
広
聴
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
期
間
中
、
大
田
原
税
務
署

で
は
次
の
行
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
の
優
秀
作
品
の

展
示
（
パ
ネ
ル
展
示
）

　
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
の
優
秀
作
品

を
パ
ネ
ル
展
示
に
て
紹
介
し
ま
す
。

　
午
後
２
時
〜
３
時
（
定
員
20
名
）

 

・
登
録
要
否
相
談
会

　
午
後
３
時
〜
４
時
（
定
員
５
名
程
度
）

▼
会
　
場　
大
田
原
税
務
署
別
館
２
階

会
議
室

▼
締
切
り　
12
月
７
日
㈭

※

定
員
に
達
し
た
場
合
に
は
、
参
加
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署
個
人
課
税

第
一
部
門

　
☎
０
２
８
７‐

22‐

３
１
１
８

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、
１
月
中
旬
〜

３
月
末
ま
で
働
く
非
常
勤
職
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
大
田
原
税

務
署
総
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
仕
事
内
容
　
パ
ソ
コ
ン
の
入
力
、
書

類
の
整
理
、
確
定
申
告
会
場
に
お
け

る
パ
ソ
コ
ン
入
力
補
助

▼
勤
務
場
所　
大
田
原
税
務
署
（
大
田

原
市
紫
塚
１
丁
目
５
番
54
号
）

▼
労
働
日
数　
月
曜
日
〜
金
曜
日
の
内

週
５
日
程
度
（
祝
日
除
く
）

▼
勤
務
時
間　
午
前
８
時
50
分
〜
午
後

４
時
30
分
ま
で
の
５
時
間
30
分

▼
時
　
給
　
９
８
０
円

▼
問
合
せ
　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７‐

22‐

３
１
１
５

※

自
動
音
声
案
内
の
後
【
２
】
を
押
し

て
く
だ
さ
い
。

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、営
業・不
動
産
・

農
業
所
得
を
有
す
る
青
色
申
告
者
の
方

を
対
象
に
決
算
説
明
会
・
消
費
税
等
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
事
前
予
約
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

▼
日
　
程　
12
月
６
日
㈬

▼
時
　
間

 

・
営
業
・
不
動
産
所
得
を
有
す
る
青
色

申
告
者

　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

 

・
農
業
所
得
を
有
す
る
青
色
申
告
者

　
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

▼
会
　
場
　
文
化
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

※

定
員
に
達
し
た
場
合
に
は
、
参
加
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署
個
人
課
税

第
一
部
門

　
☎
０
２
８
７‐

22‐

３
１
１
８

　
大
田
原
税
務
署
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
説
明
会
と
登
録
要
否
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。
参
加
に
は
事
前
に
予
約
が

必
要
で
す
。

▼
日
　
程　
12
月
８
日
㈮

▼
時
　
間

 

・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

▼
期
　
間　
11
月
11
日
㈯
〜
17
日
㈮

▼
場
　
所　
大
田
原
税
務
署
、
大
田
原

県
税
事
務
所
、
那
須
町
役
場
ほ
か

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７‐

22‐

３
１
１
５

※

自
動
音
声
案
内
の
後
「
２
」
を
押
し

て
く
だ
さ
い
。

　
国
税
庁
で
は
、
11
月
か
ら
全
国
一
律

の
番
号
で
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に

直
接
つ
な
が
る
「
国
税
相
談
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
」
を
導
入
し
ま
し
た
。

▼
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０‐

０
０‐

５
０
１

　
（
全
国
一
律
料
金
）

▼
受
付
時
間
　
平
日
の
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

　
（
土
日
祝
日
お
よ
び
12
月
29
日
〜
１

　
月
３
日
を
除
く
）

※

相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
大
田
原
税

務
署
へ
の
相
談
を
お
願
い
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※

税
務
署
か
ら
の
お
尋
ね
に
関
す
る
ご

質
問
は
、
各
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
つ
な
が

ら
な
い
場
合
は
、
大
田
原
税
務
署
に
電

話
し
て
、
音
声
案
内
【
１
】
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７‐

22‐

３
１
１
５

休日納付窓口を開設します
　町税等の納付について、休日納付窓口を開設します。
納期限までに納付できない場合は、未納を放置せずに必ずご相談ください。
■日　程　12月２日（土）　　■時　間　午前９～午後３時
■場　所　税務課（本庁１階）
■問合せ　税務課収税係　☎７2‐６９０４

「
決
算
説
明
会
・
消
費
税
等

説
明
会
」
の
ご
案
内

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会・

登
録
要
否
相
談
会
」の
ご
案
内

確
定
申
告
期
の

非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

個
人
事
業
税（
２
期
分
）の

納
付
を
お
忘
れ
な
く

便
利
な「
国
税
相
談
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
」を
ご
利
用
く
だ

さ
い

税
を
考
え
る
週
間 

〜
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
〜


